入間市体育賞表彰規程
（目的）
第１条　この規程は、入間市体育協会が入間市体育協会会則第４条に基づいて行う体育賞の表彰に関して、必要な事項を定めるものとする。
（体育賞の種類）
第２条　体育賞の種類は、次のとおりとする。

（１）体育功労賞
（２）優秀選手賞

（３）優秀団体賞
（選考基準）

第３条　体育賞の選考基準は、次のとおりとする。

（１）体育功労賞は、５０歳以上の者で入間市体育協会に加盟してから１０年以上役員として在籍し、体育・スポーツの振興に著しく功績があり、次のいずれかに該当するものとする。

　　ア　多年にわたり体育・スポーツの指導に精励し、著しく功績があり、他の模範であるもの。

　　イ　地域における体育・スポーツの育成、発展に寄与しているもの。

　　ウ　加盟団体の発展に努力しているもの。

（２）優秀選手賞及び優秀団体賞は、一般又は学徒の運動選手（個人及び団体）で、特に優秀な技量を発揮して他の模範と認められるもので、次のいずれかに該当するものとする。

　　ア　県大会で優勝又は準優勝した個人及び団体

　　イ　国民体育大会に出場した個人及び団体

　　ウ　全国的な規模で開催された大会で優秀な成績をおさめた個人及び団体

（候補者の推薦）
第４条　体育賞の候補者については、入間市体育協会加盟団体の長及び小中学校長等が、別紙様式に必要事項を記載して、入間市体育協会の会長に推薦するものとする。

（選考）
第５条　体育賞の選考は、前条により候補者として推薦された者の中から、入間市体育賞選考委員会において審査し、決定するものとする。

（体育賞選考委員会）
第６条　体育賞選考委員会は、入間市体育協会の会長が指名する委員をもって組織する。
（会議）

第７条　体育賞選考委員会は、必要に応じて開催し、入間市体育協会の会長が会議の議長となる。

（表彰）

第８条　体育賞の表彰は、原則として毎年度末に行うものとする。
（雑則）

第９条　この規定に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附　則

この規定は、平成１７年度の体育賞の表彰から適用する。
体育賞表彰規程取扱内規
１　体育功労賞の表彰区分は、次の２種類とする。

（１）　ゴールド賞

ゴールド賞は、現役の場合６０歳以上で選考委員会が特に必要と認めた者。（シルバー賞の表彰を受けてから、１０年以上経過した者を対象とする。）

（２）　シルバー賞

シルバー賞は、過去に表彰を受けていない者。

２　優秀選手賞及び優秀団体賞の選考基準のうち、「全国的な規模で開催された大会で優秀な成績をおさめた個人及び団体」とは、以下のとおりとする。
（１）　関東大会　１位～３位

　全国大会　入賞

（２）　優秀団体賞は、出場種目に定められた登録人員の範囲内とする。
３　入間市体育賞選考委員会の委員として指名する者は、以下の職にあるものとする。
　　入間市市体育協会の正副会長及び正副理事長、各地区体育協会の会長、入間市体育指導委員協議会の正副会長、入間市スポーツ振興審議会の正副会長、入間市小学校体育連盟の会長及び理事長、入間市中学校体育連盟の会長及び理事長、入間市教育委員会教育長及び生涯学習部長


